
○島本町立学童保 育室設置条例  

昭和５７年４月１日  

条例第５号  

注  平成１０年３月１２日条例第５号から条文注記入る。  

（設置）  

第１条  児童 福 祉法（昭 和２ ２ 年法律第 １６ ４ 号）第３ ４条 の８

第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 を 実 施 す る た め 、

島 本 町 立 学 童 保 育 室 （ 以 下 「 学 童 保 育 室 」 と い う 。 ） を 設 置 す

る。  

（平１０条例５・全改、平２８条例４・一部改正）  

（名称、位置及び定員）  

第２条  学童保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称  位置  

第 一 学 童 保 育

室  

島本町広瀬一丁目５番５号  

第 二 学 童 保 育

室  

島本町東大寺四丁目１６７番地  

第 三 学 童 保 育

室  

島本町桜井二丁目２５番１号  

第 四 学 童 保 育

室  

島本町高浜二丁目２番１号  

２  学童 保育 室 の定員は 、島 本 町放課後 児童 健 全育成事 業の 設備

及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ６ 年 島 本 町 条 例 第



２ ５ 号 ） に 定 め る 基 準 に 従 い 、 学 童 保 育 室 の 施 設 の 状 況 、 学 童

保 育 室 へ の 入 室 が 見 込 ま れ る 児 童 の 数 そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 、

教育委員会規則で定める。  

（平１５条例４・平１５条例２３・平１６条例１９・平１

８条例１０・平２８条例４・一部改正）  

（入室資格）  

第３条  学童 保 育室に入 室で き る児童は 、次 に 掲げる要 件を 備え

るものとする。  

（ １ ）  町 内 に 住 所 を 有 し 、 か つ 、 住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２

年法律第８１号）の規定に基づき記録されていること。  

（ ２ ）  保 護 者 が 昼 間 の 労 働 又 は 疾 病 等 の 事 由 に よ り 、 監 護 に

欠けること。  

（ ３ ）  学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） に 規 定 す る 小

学校の第１学年から第４学年までであること。  

（４）  その他教育委員会が適当と認めること。  

（平１０条例５・平１６条例１９・平２４条例３・平２８

条例２４・一部改正）  

（入室許可）  

第４条  学童 保 育室に入 室し よ うとする 者は 、 教育委員 会規 則で

定 め る と こ ろ に よ り 、 教 育 委 員 会 に 申 請 し 、 教 育 委 員 会 の 許 可

を受けなければならない。  

（平１６条例１９・一部改正）  

（入室許可の取消し）  



第５条  教育 委 員会は、 児童 又 は保護者 がこ の 条例又は 、こ の条

例 の 規 定 に 基 づ く 処 分 に 違 反 し た と き は 、 入 室 の 許 可 を 取 り 消

すことができる。  

（平１６条例１９・一部改正）  

（保育料）  

第６条  学童 保 育室に入 室し た 児童の保 護者 は 、保育料 とし て、

当 該 児 童 １ 人 に つ き 月 額 ８ ， ５ ０ ０ 円 （ お や つ 代 １ ， ５ ０ ０ 円

を含む。）を納付しなければならない。  

２  第８ 条第 ２ 項の規定 によ り 延長した 開室 時 間に学童 保育 室を

利 用 し た 児 童 の 保 護 者 は 、 保 育 料 と し て 、 当 該 児 童 １ 人 に つ き

日額３００円を納付しなければならない。  

（平１８条例１０・令５条例２３・一部改正）  

（保育料の減免）  

第７条  教育 委 員会は、 保護 者 において 特別 の 理由があ ると 認め

るときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。  

（平１６条例１９・一部改正）  

（開室時間）  

第８条  学童 保 育室の開 室時 間 は、次の 各号 に 掲げる日 の区 分に

応じ、当該各号に定める時間とする。  

（ １ ）  学 校 の 授 業 日 （ 次 号 に 掲 げ る 日 を 除 く 。 ）  午 後 １ 時

から午後５時３０分まで  

（ ２ ）  学 校 の 授 業 日 （ 午 前 中 に 授 業 が 終 了 す る 日 に 限 る 。 ）  

午前１１時３０分から午後５時３０分まで  



（３）  学校の休業日  午前８時から午後５時３０分まで  

２  前項 の規 定 にかかわ らず 、 教育委員 会は 、 あらかじ め児 童の

保 護 者 か ら 申 出 が あ る と き は 、 同 項 の 開 室 時 間 を 延 長 し て 学 童

保 育 室 を 開 室 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 延 長 す る

開室時間は、午後５時３０分から午後７時までとする。  

３  前２ 項の 規 定にかか わら ず 、教育委 員会 が 特に必要 があ ると

認 め た と き は 、 学 童 保 育 室 の 開 室 時 間 を 臨 時 に 変 更 す る こ と が

できる。  

（平１８条例１０・追加、平２５ 条例２３・令５条例１２・

一部改正）  

（委任）  

第９条  この 条 例に定め るも の のほか、 学童 保 育室の管 理及 び運

営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。  

（平１６条例１９・一部改正、平１８条例１０・旧第８条

繰下）  

附  則  

この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。  

附  則（昭和５９年３月３１日条例第７号）  

この条例は、昭和５９年４月１日から施行する。  

附  則（平成１０年３月１２日条例第５号）  

この条例は、平成１０年４月１日から施行する。  

附  則（平成１５年３月３１日条例第４号）  

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。  



附  則（平成１５年１１月２８日条例第２３号）  

この条例は、平成１５年１２月１５日から施行する。  

附  則（平成１６年９月１３日条例第１９号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１６年１０月１日から施行する。  

（島本町立学童保育室設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  第２ 条の 規 定による 改正 前 の島本町 立学 童 保育室設 置条 例の

規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 第 ２ 条 の 規 定

に よ る 改 正 後 の 島 本 町 立 学 童 保 育 室 設 置 条 例 の 規 定 に よ り な さ

れた処分、手続その他の行為とみなす。  

附  則（平成１８年３月３０日条例第１０号）  

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。  

附  則（平成２４年３月６日条例第３号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２４年７月９日から施行する。  

附  則（平成２５年７月１７日条例第２３号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２８年３月４日条例第４号）  

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年１２月１５日条例第２４号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  



２  この 条例 に よる改正 後の 別 表第１の 規定 は 、平 成２ ９年 ４月

分 以 降 の 月 分 の 保 育 料 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 分 以 前

の月分の保育料については、なお従前の例による。  

附  則（令和５年３月３１日条例第１２号）  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。  

附  則（令和５年９月１９日条例第２３号）  

（施行期日）  

１  この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この 条例 に よる改正 後の 島 本町立学 童保 育 室設置条 例の 規定

は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 以 後 の 月 分 の 保 育 料 に つ い て 適 用 し 、 同 年 ３

月分以前の月分の保育料については、なお従前の例による。  

 


